
入札公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年４月 20 日 

  独立行政法人日本スポーツ振興センター 

    契約担当役 理事長 芦立 訓 

◎調達機関番号 576  ◎所在地番号 13 

 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 

  14、71、27 

(2) 調達件名及び数量 

  職員用パーソナルコンピューターの賃貸

借及びグループウェアの調達 一式 

(3) 業務概要 

  別冊仕様書のとおり 

(4) 納入場所 

  別冊仕様書のとおり 

(5) 期間・期限等 

パーソナルコンピューター賃貸借期間 

   令和９年１月１日から令和12年 12月 31

日まで 

  グループウェアライセンスの納入期限 

   令和８年９月 18 日以降、段階的に納入 

   ※詳細は別冊仕様書のとおり 

 

２ 入札方法 

 入札金額は、総価を記載すること。なお、

落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の 10 パーセントに相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。 

 

３ 競争参加資格 

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター

契約事務取扱規程（平成 15 年度規程第 49 号）

第２条及び第３条の規定に該当しない者で

あること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

あって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同第２条中、特別の理由がある場

合に該当する。 

(2) 暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴

力団又は暴力団関係者と社会的に非難され

るべき関係を有していないものであり、「誓

約書」に誓約できる者であること。 

(3) 令和７・８・９年度全省庁統一の競争参加 

資格において、「役務の提供等」及び「物品

の販売」の「A」の等級に格付けされている者

であること。 

(4) 品質マネジメントシステム「ISO9001」（登

録活動範囲が情報処理に関するものである

こと）の認証を受けていること。 

(5) 情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）認証基準の JIS Q 27001（ISO/IEC 

27001）の認証を受けていること。 

(6) JIS Q 15001 に準拠した個人情報保護マネ

ジメントシステムについて、プライバシーマ

ークの認証を受けていること。 

 

４ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、 

入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番１

号 独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー財務部調達管財課 石坂 

電話 03－5410－9140 

受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末

年始(12 月 29 日から１月３日まで)を除く毎

日、９時 00 分から 17 時 00 分まで（12 時 00

分～13 時 00 分は除く。） 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から独立行政法人日本スポー

ツ振興センターホームページ（トップページ

＞調達情報）にて交付する。 

(3) 競争参加資格確認書類提出期限 

  令和８年６月 10 日 12 時 00 分 

(4) 入札書の受領期限 

令和８年６月 10 日 12 時 00 分 

(5) 開札の日時及び場所 

令和８年６月 12 日 10 時 00 分 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 



開札室 

 

５ その他  

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨。 

(2) 入札保証金 免除。 

(3) 契約保証金 免除。 

(4) 入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者の提

出した入札書、入札者に求められる義務を履

行しなかった者の提出した入札書、その他入

札説明書による。 

(5) 契約書の作成の要否 要。 

(6) 落札者の決定方法 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

会計規則第 19 条に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。た

だし、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー契約事務取扱規程第 15 条第２項に基づい

て作成された基準価格を下回った入札価格

によっては、その者が当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認め

られるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すおそれがあっ

て著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって有

効な入札を行った他の者のうち最低価格を

もって入札した者を落札者とする。 

(7) 手続における交渉の有無 無。 

(8) その他 詳細は、入札説明書による。 

 

６ Summary 

(1) Contracting Entity：Satoshi Ashidate, 

President, JAPAN SPORT COUNCIL 

(2) Classification of the products to be 

procured： 14，71, 27 

(3) Nature and quantity of the services to 

be services： Lease Personal Computer and 

purchase of license for groupware ser-

vices 1 set 

(4) Personal computer lease period: From 

January 1, 2027 to December 31, 2030 

(5) Groupware license delivery period： De-

livered in stages after September 18, 

2026 

(6) Fulfillment place：As shown in the ten-

der documentation 

(7) Qualifications for participating in the 

tendering procedures：Suppliers eligible 

for participating in the proposed tender 

are those who shall; 

① not come under Article 2 and Article 

3 of the Regulation concerning the Con-

tract for JAPAN SPORT COUNCIL. Further-

more，minors，Person under Conservatorship 

or Person under Assistance that obtained 

the consent necessary for concluding a 

contract may be applicable under cases 

of special reasons within the said clause. 

② have the Grade A on “offer of services” 

and “sales of product”in terms of the 

qualification for participating in ten-

ders by every ministry and agency of Ja-

pan in the fiscal year 2025, 2026, 

2027. ; and 

③ meet the qualification requirements 

which Obligating Officer may specify. 

(8) Time limit of tender：12:00 PM 10, June, 

2026 

(9) Contact point for the notice: 

Ishizaka, Finance Department，JAPAN SPORT 

COUNCIL  

4-1 Kasumigaokamachi Shinjuku-ku Tokyo 

160-0013 Japan TEL 03-5410-9140 


